
【訪問介護の利用状況②】
○ 居宅サービス受給者に占める訪問介護の受給者割合は、このところ低下傾向にある。

○ 一方、居宅サービスのうち通所介護の利用者割合は、平成18年以降上昇傾向にある。

（資料出所) 厚生労働省「介護給付費実態調査」より作成。
注1) 利用割合＝要介護度別訪問介護(通所介護)利用者数／要介護度別居宅サービス受給者数

2) 平成18年4月以前の通所介護には、認知症デイを含む。 ２
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【訪問介護の利用状況③】
○ 訪問介護（予防含む）の受給者数は約１１５万人（平成20年4月審査分）であり、介護サービス全体

の受給者数のうち、約３割の者が利用している。

○ 要介護度別に見ると、要介護1～５の受給者は、訪問介護（予防含む）全体の受給者数の約７割、

費用額に占める割合は約９割である。また、要介護度の高い者ほど、受給者１人当たりの費用額が

高い。

要支援１
363億円
(5.4%)

要支援２
508億円
(7.5%)

経過的要介護
13億円(0.2%)

要介護１
1,192億円

(17.6%)

要介護２
1,354億円
（19.9%）

要介護３
1,239億円

(18.3%）

要介護４
1,072億円

(15.8%)

要介護５
1,047億円
（15.4%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護及び介護予防訪問介護費用額合計（H19年度） 約6,790億円

居宅ｻｰﾋﾞｽ
5,961億円（87.2%）

介護予防ｻｰﾋﾞｽ
823億円（12.8%）

（資料出所） 厚生労働省「介護給付費実態調査」より作成。

○要介護度別受給者１人当たり費用額

介護予防訪問介護 20.4千円

要支援１ 17.7千円

要支援２ 22.9千円

訪問介護 62.5千円

経過的要介護 20.9千円

要介護１ 37.9千円

要介護２ 50.4千円

要介護３ 72.1千円

要介護４ 93.6千円

要介護５ 119.5千円

（資料出所） 厚生労働省

「介護給付費実態調査（平成20年4月審査分）」

要支援１
17.3万人
(15.1%)

要支援２
19.7万人
(17.1%)

経過的要介護　0.1万人(0.1%)

要介護１
23.7万人
(20.6%)

要介護２
22.4万人
(19.5%)

要介護３
14.6万人
(12.7%)

要介護４
9.7万人
(8.5%)

要介護5
7.3万人
(6.4%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護及び介護予防訪問介護受給者数合計（H20.4審査分） 約114.9万人

居宅ｻｰﾋﾞｽ
77.8万人（67.7%）

（資料出所） 厚生労働省「介護給付費実態調査(平成20年4月審査分）」

介護予防ｻｰﾋﾞｽ
37.1万人（32.3%）

３



1人当たり訪問介護回数（身体介護・時間区分別）
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1人当たり訪問介護回数（生活援助・時間区分別）
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※H16.4・H18.4審査月分は要支援、H20.4審査月分は経過的要介護を指す。

審査月

（資料出所） 厚生労働省「介護給付費実態調査」

４

【訪問介護の利用状況④】
○ 受給者１人当たりの訪問介護の訪問回数を、身体介護と生活援助について、要介護度別・時間区

分別で見ると、
・ 身体介護については､中重度者の訪問回数が増加するとともに､30分未満のサービス提供が増加
・ 生活援助については、短時間化

の傾向がみられる。



【平成20年介護事業経営実態調査の結果について】
○ 延べ訪問回数が多い事業所ほど、収支差率が高くなる傾向があり、延べ訪問回数601回以上で

収支差率はプラスに転じる。
○ 訪問１回当たり時間（予防サービス除く）を見ると、延べ訪問回数が多くなるにつれ、短時間となる

傾向がある。

５（資料出所） 厚生労働省「平成20年介護事業経営実態調査」より作成。

５－③　訪問介護（予防を含む）（延べ訪問回数別集計表）

200回以下 201～400回 401～600回 601～800回 801～1000回 1001～1200回 1201～1400回 1401～2000回 2001回以上

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 収入（補助あり） 526 1,147 1,780 2,443 3,089 3,891 4,618 5,416 9,332

2 支出 771 1,279 1,815 2,411 3,007 3,557 4,368 5,184 8,776

3 差引 -246 -46.8% -132 -11.5% -36 -2.0% 32 1.3% 82 2.6% 334 8.6% 249 5.4% 231 4.3% 556 6.0%

4 事業所数 218 438 326 247 144 109 55 93 100

※１　収入及び支出の額は国庫補助金等特別積立金取崩額を除いた額

※２　差引における比率は収入に対する割合

5 延べ訪問回数 120.8回 307.1回 496.8回 693.1回 897.1回 1,097.7回 1,302.3回 1,621.3回 2,868.3回

6 常勤換算職員数(常勤率) 3.1人 55.2% 4.6人 50.7% 6.4人 44.8% 7.9人 45.6% 10.3人 40.5% 11.5人 41.6% 15.7人 37.0% 17.7人 38.8% 29.6人 37.0%

7 介護職員常勤換算数(常勤率) 2.6人 54.0% 3.9人 48.5% 5.5人 43.8% 7.0人 41.7% 9.2人 36.9% 10.3人 38.1% 14.4人 41.6% 16.3人 36.3% 27.9人 37.5%

8 訪問介護員常勤換算１人当たり訪問回数 45.6回 78.1回 89.5回 99.5回 97.8回 106.3回 90.4回 99.5回 102.7回

延べ訪問回数

9
身体介護

31.4回 33.5% 89.4回 35.6% 161.5回 38.4% 230.1回 39.6% 292.3回 37.6% 389.0回 41.2% 437.9回 38.7% 537.1回 39.0% 1,166.7回 44.5%

10
身体・生活

26.4回 28.1% 73.0回 29.1% 125.7回 29.8% 168.3回 29.0% 210.2回 27.0% 269.1回 28.5% 358.7回 31.7% 365.0回 26.5% 701.5回 26.8%

11
生活援助

29.9回 31.8% 75.2回 30.0% 120.2回 28.6% 170.0回 29.2% 237.2回 30.5% 250.5回 26.5% 314.6回 27.8% 424.9回 30.8% 653.6回 24.9%

12
通院

6.2回 13.2回 13.6回 12.8回 37.6回 36.2回 19.6回 52.0回 99.6回

13 計 93.9回 250.8回 421.0回 581.2回 777.4回 944.7回 1,130.8回 1,379.0回 2,621.4回

延べ訪問時間

14
身体介護

33時間 28.8% 81時間 27.7% 133時間 27.9% 185時間 28.0% 235時間 27.9% 323時間 30.5% 387時間 28.7% 408時間 27.3% 857時間 31.0%

15
身体・生活

44時間 38.1% 117時間 39.7% 195時間 40.9% 260時間 39.4% 316時間 37.6% 417時間 39.5% 576時間 42.8% 558時間 37.3% 1,101時間 39.9%

16
生活援助

38時間 33.2% 96時間 32.6% 149時間 31.3% 215時間 32.6% 289時間 34.5% 317時間 30.0% 385時間 28.5% 529時間 35.4% 803時間 29.1%

17 計 115時間 294時間 478時間 660時間 840時間 1,058時間 1,347時間 1,494時間 2,760時間

予防サービス

18 延べ訪問回数(対介護サービス比) 27.0回 22.4% 57.3回 18.6% 76.4回 15.4% 113.1回 16.3% 119.9回 13.4% 152.9回 13.9% 171.6回 13.2% 247.8回 15.2% 246.9回 8.6%

19 延べ訪問時間 41時間 96時間 124時間 222時間 197時間 201時間 344時間 426時間 411時間

20 1.23時間 1.17時間 1.13時間 1.14時間 1.08時間 1.12時間 1.19時間 1.08時間 1.05時間訪問１回当たり時間（予防サービス除く）



（資料出所） （財）介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」
注１）介護職員とは、訪問介護以外の介護保険法の指定サービス事業所で働き、直接介護を行う者を指す。
注２）非正社員については、上記のデータ以外に「勤務形態が不明（訪問介護員8.9%）､（介護職員4.8%）」があり、「正社員」・「非正社員」の率を合算しても、100%とはならない。

非正社員正社員

常勤労働者 短時間労働者

訪問介護員 17.9% 7.8% 65.4%

介護職員 56.5% 17.6% 21.1%

○ 就業・勤務形態

６

【訪問介護員の資格取得状況・勤務形態等】
○ 訪問介護事業所における訪問介護員の資格取得の状況については、介護サービス事業所全体

と比較して介護福祉士の割合が低い一方、２級訪問介護員の割合が約７割を占めている。

○ 訪問介護員については、短時間労働者が６割以上を占めている。

介護職員(訪問介護員)

介護福祉士 ヘルパー１級 ヘルパー２級 ヘルパー３級

計 常勤 非常勤 計 割合 常勤 非常勤 計 割合 常勤 非常勤 計 割合 常勤 非常勤 計 割合 常勤 非常勤

訪問介護 385,668 92,057 293,611 52,775 13.7% 30,959 21,816 30,821 8.0% 15,462 15,359 268,620 69.7% 39,683 228,937 2,268 0.6% 243 2,025

全      体 1,171,812 691,849 479,963 300,567 25.6% 262,415 38,152 － － － － － － － － － － － －

（資料出所） 厚生労働省「平成18年介護サービス施設・事業所調査」(平成18年10月1日現在）
注１）ヘルパー１級、２級及び３級の研修修了者数については、調査対象が訪問系サービスに限られており、その他サービスについては資格取得状況が不明。
注２）「全体」には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護サービスに従事する介護職員(訪問介護員）数を計上している。

○ 資格取得状況
（単位：人）



訪問介護事業所の特定事業所加算の要件等

(1) 体制要件

① 事業所のすべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を

作成し、計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問

介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

③ 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、利用者を担当する訪問介護員等に対し、利用者に関する

情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終

了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。

④ 当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

(2) 人材要件

① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上であること。

② 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等のうち三級課程の訪問介護員がいないこと。

③ 当該指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が五年以上の実務経験を有する介護福祉士であること。

(3) 重度対応要件

① 算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者の占

める割合が百分の二十以上であること。

【加算率等】

(1)～(3)を満たす事業所は20％増、(1)及び(2)又は(1)及び(3)を満たす事業所は10％増。

７

【特定事業所加算について①】
○ 訪問介護における特定事業所加算は、訪問介護員に対する研修や介護福祉士を多く雇用する

事業所を加算で評価する仕組み。



８

【特定事業所加算について②】
○ 平成18年度から質の高いサービスを提供する事業所を積極的に評価する観点から導入された、

特定事業所加算の請求事業所数は、訪問介護請求事業所の4.6％（平成20年4月審査分）であり、
普及は進んでいない。

（資料出所） 厚生労働省「介護給付費実態調査（平成20年4月審査分）」より作成。

請求事業所数 割合

　訪問介護請求事業所数 25,213

　特定事業所加算請求事業所数合計 1,148 4.6%

特定事業所加算（Ⅰ）請求事業所数 113 0.4%

特定事業所加算（Ⅱ）請求事業所数 694 2.8%

特定事業所加算（Ⅲ）請求事業所数 341 1.4%

訪問介護の特定事業所加算請求事業所数



(資料出所) 厚生労働省において、民間介護事業推進委員会構成団体の会員事業所(1,031事業所)を調査したもの。

（平成２０年１０月現在）

【特定事業所加算について③-１】

○ 特定事業所加算の実態把握を行ったところ、加算の要件を満たしているとしている事

業所は17.8％。

○ そのうち、届出を行っている（加算を取得している）事業所は37.0％。

注) （Ⅰ）の要件 〈体制要件、人材要件、重度対応要件のいずれにも適合する場合〉基本単位数の２０％を加算
（Ⅱ）の要件 〈体制要件及び人材要件に適合する場合〉基本単位数の１０％を加算
（Ⅲ）の要件 〈体制要件及び重度対応要件に適合する場合〉基本単位数の１０％を加算

（１）特定事業所加算の届出状況

全事業所数 届出あり 届出なし

全事業所数 1,031 100.0% 68 6.6% 963 93.4%

加算要件のある事業所数 184 17.8% 68 6.6% 116 11.3%

(100.0%) (37.0%) (63.0%)

（Ⅰ）の要件を満たす事業所数 35 3.4% 13 1.3% 22 2.1%

（Ⅱ）の要件を満たす事業所数 51 4.9% 23 2.2% 28 2.7%

（Ⅲ）の要件を満たす事業所数 98 9.5% 32 3.1% 66 6.4%

９



(2) 加算を取得している事業所について

【特定事業所加算について③-２】
○ 加算を取得している68事業所のうち、

・ 収支差が改善した事業所は20カ所（29%)、悪化した事業所は25カ所（37%）。
・ 訪問介護員等全体の賃金増につながった事業所は14カ所（21％）、賃金増につなが

らなかった事業所は45カ所（66％）。収支差が改善した事業所では賃金増につながっ
た割合が高い。

○ サービスの質の向上や職員のキャリアアップに対する意欲が向上した事業所の割
合が高いが、新規利用者の伸び悩みや事務負担が大きい等の割合も高い。

「収支差の状況」及び「訪問介護員等の賃金の影響（複数回答可）」について

収支差の状況

訪問介護員等の賃
金の影響

訪問介護員等全体
の賃金増につな
がった

サービス提供責任者
の賃金増につながった

介護福祉士等の賃
金増・資格取得の
特別手当の新設又
は増加につながっ
た

訪問介護員等の賃
金増にはつながら
なかった

未回答

合計 68 14 6 2 45 9

(100.0%) (20.6%) (8.8%) (2.9%) (66.2%) (13.2%)

20 9 5 1 11 0

(100.0%) (45.0%) (25.0%) (5.0%) (55.0%) (0.0%)

変わらない 23 2 0 0 16 5

(100.0%) (8.7%) (0.0%) (0.0%) (69.6%) (21.7%)

悪化した 25 3 1 1 18 4

(100.0%) (12.0%) (4.0%) (4.0%) (72.0%) (16.0%)

取得以前より良く
なった

「収支差の状況」及び「その他の影響（複数回答可）」について

収支差の状
況

その他の影
響

事業所全体
のサービス
の質の向上
につながっ
た

職員のキャ
リアアップに
対する意欲
が向上した

新規利用者
の獲得のた
めの宣伝効
果が高く、新
規利用者が
増加してい
る

新規利用者
は伸び悩ん
でいる又は
減少してい
る

求人の際の
宣伝効果が
高く、優秀な
人材を集め
やすくなった

加算のため
の事務負担
が大きく、職
員の過重労
働を招いて
いる

その他 未回答

合計 68 48 41 4 40 1 35 8 2

(100.0%) (70.6%) (60.3%) (5.9%) (58.8%) (1.5%) (51.5%) (11.8%) (2.9%)

20 13 16 4 6 1 10 3 0

(100.0%) (65.0%) (80.0%) (20.0%) (30.0%) (5.0%) (50.0%) (15.0%) (0.0%)

変わらない 23 15 11 0 16 0 11 1 2

(100.0%) (65.2%) (47.8%) (0.0%) (69.6%) (0.0%) (47.8%) (4.3%) (8.7%)

悪化した 25 20 14 0 18 0 14 4 0

(100.0%) (80.0%) (56.0%) (0.0%) (72.0%) (0.0%) (56.0%) (16.0%) (0.0%)

取得以前よ
り良くなった
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(3) 加算の要件を満たしているが届出をしていない事業所について
届出を行わない理由（複数回答可）

加算の要件を
満たしている
が届出してい
ない事業所数

利用者の理解
が得られない
ことが予想さ
れ、利用者の
減少が予想さ
れる。

利用者負担額
が増えるため、
利用回数等の
減少が予想さ
れる。

支給上限額の
設定があるた
め、利用回数
等の減少が予
想される。

人材要件、重
度要件ともに
月ごとの変動
があり、取得
のタイミング
が難しい。

加算を取得
しなくても、
事業運営に
支障がない
ため。

制度が複雑す
ぎて、事務負
担が増大する
ことが予想さ
れる。

周囲の事業所
の動向を見て
いる。

その他 未回答

116 48 54 40 28 6 20 22 23 38

100.0% 41.4% 46.6% 34.5% 24.1% 5.2% 17.2% 19.0% 19.8% 32.8%

(4) 要件ごとの困難性について

27.1%30.1%27.8%57.1%85.6%86.6%58.8%100.0%

2793102875898838936061,031

要介護度４・５
が20%以上

サービス提供責
任者が５年以上
の実務経験を有
する介護福祉士

介護福祉士の割
合（30%以上）

健康診断の実施サービス提供責
任者と訪問介護
員等の連携

会議の定期的開
催

研修計画の作成
及び研修の実施
等

重度対応
要件

人材要件体制要件

全事業所数

個別要件を満たす事業所数

【特定事業所加算について③-３】

○ 加算の要件を満たしているが届出をしていない事業所（116カ所）については、利用者

負担額の増による利用回数の減や利用者の減少が予想されると答える事業所の割

合が高い。また、人材要件、重度対応要件ともに月ごとの変動があり、取得のタイミン

グが難しいと答える事業所もある。

○ 要件ごとの困難性については、体制要件を満たす事業所割合は比較的高いが、人材

要件、重度対応要件を満たす事業所割合は低い。
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（資料出所） 厚生労働省「平成20年経営実態調査」

平成20年経営実態調査　訪問介護（予防を含む）
全事業所

千円 千円

1 介護料収入 2,524 2,691
2 その他 6 27
3 給与費 2,060 81.5% 2,315 85.5%
4 その他 473 18.7% 453 16.7%
5 収入（補助あり） 2,528 2,707
6 支出 2,511 2,744
7 差引 17 0.7% -37 -1.4%

8 事業所数 1,730 77

9 延べ訪問回数 725.5回 709.8回
10 常勤換算職員数(常勤率) 8.6人 42.8% 8.7人 52.3%
11 介護職員常勤換算数(常勤率) 7.7人 40.8% 8.1人 56.6%

常勤換算１人当たり給与
　常勤

12 介護福祉士 264,107円 1.17 308,632円
13 介護職員 223,124円 1.17 260,711円

　非常勤
14 介護福祉士 230,476円 1.09 250,294円
15 介護職員 212,046円 1.00 210,989円

16 訪問１回当たり収入 3,485円 1.09 3,814円

17 訪問１回当たり支出 3,462円 1.12 3,866円
18 常勤換算職員１人当たり給与 231,665円 1.14 263,246円
19 介護職員（常勤換算）１人当たり給与 225,099円 1.14 256,447円
20 訪問介護員常勤換算１人当たり訪問回数 93.7回 0.94 87.7回

加算事業所
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【特定事業所加算について④】
○ 全体の事業所の経営状況と比較すると、加算を取得している事業所の介護職員（常勤換算）1人

当たり賃金は高い。


